
 

 

 

 

 

 

ＩＴ技術を活用した業務の効率化による生産性向上を推進するため、 

ＩＴツール等の導入費用・利用料、ホームページ作成・リニューアル費用、

電子商取引サービス（通販サイト）への新規出店費用を一部補助します。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：市税等に滞納がある場合は対象外となります。 

※２：事業完了後、実績報告の締め切りは令和６年２月２９日（木）までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒲郡市ＩＴ導入事業費補助金 

を実施します！ 

お問合せ先・提出先 〒443-8601 蒲郡市役所 産業政策課 産業振興担当  

TEL：0533-66-1119 メール：shoko@city.gamagori.lg.jp 

※蒲郡市役所ホームページから書式をダウンロードできます！→ 

 

・ＩＴツール等の市内事業所への導入 

・ホームページの作成、リニューアル 

・通販サイトへの新規出店 

対象事業 

対象経費の２分の１以内 

1事業者当たり上限１０万円 

補助率・補助額 

蒲郡市内に主たる事業所を有し、 

市税の納税義務者である中小事業者等※１ 

対象事業者 

令和５年４月３日（月）から 

令和６年１月３１日（水）まで※２ 

申請期間 

市内事業者の皆さまへ 

・売上管理・在庫管理・人事給与・勤怠管理・予約管理等のソフトウェア 

・オンライン会議ソフト 

・オンラインストレージサービス 

※月額・年額方式の場合は、１か月単位の按分により令和６年２月分までを補助対象とします。 

対象となるＩＴツール等の例 

・紙の帳簿で管理していた在庫・売り上げ記録をデジタル化したい！ 

・煩雑な勤怠管理や給与計算を一括化したい！ 

・自社のホームページを新規作成・リニューアルしたい！ 

・通販サイトに新規出店してみたい！ 

こんな方にオススメ！ 


